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項
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事 業
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昭和27年度～ 根 拠
法 令

産業教育振興法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

款

針路 05
分野施策 0504

１　事業の概要 ５　事業説明
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　産業教育を行う高等学校において、実習実験を行うこ
とは、社会で役立つ実践的な内容を学習する上で必須で
ある。
　技術革新の進展及び時代の要請に応える産業教育を行
い、地域産業を担う人材を育成していくために、産業教
育設備の整備を行う。

　高等学校産業教育設備整備事業　76,627千円

（１）事業内容
　　ア  特別産業教育設備の整備　　　　　　　　　　 36,738千円
　　　　施設と一体不可分の備品
　　イ　県単備品の整備　 　　　　　　　　　　　　  29,475千円
　　　　特別装置以外の備品
　　ウ　設備の修繕等                          　    9,952千円
   　　 故障した備品の修繕等
    エ　設備の点検等　　　　　　　　　　　　　　　　　257千円
　　　　不具合の生じている備品の点検等
　　オ　整備に係る設計の委託及び設備廃棄　　　　 　 　200千円
　　　　整備の際に必要な設計の委託及び使用できなくなった備品の廃棄
　　カ　県単備品の整備に伴う公課費(自動車税)　　　　　  5千円

（２）事業計画
　　　高等学校の産業教育設備の整備を各学校からのヒアリングを基に行い、農業・工業・商業・家庭科
　　その他の産業に従事するために必要な知識・技能・態度の習得を行う産業教育の内容充実を図る。

（３）事業効果
　　　産業教育を行う高等学校において実験実習を行うことは、社会で役立つ実践的な内容を学習する上で必須である。
　　　産業教育の実験実習の水準がより高められ、教育内容が一層充実し、生徒の進路実現や専門資格の取得に役立つ。

２　事業主体及び負担区分
(県10/10)

３　地方財政措置の状況
普通交付税(単位費用)
(款)高等学校費(細目)生徒経費
(細節)生徒経費
(積算内容)その他(備品購入費等)

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×0.4人＝3,800千円

予算額
財　　源　　内　　訳

一般財源
前年との

対比県　債

決定額 76,627 36,000

前年額 76,627 53,000 23,627

― 教育局 168 ―

未来を創る子供たちの育成

40,627 0

質の高い学校教育の推進



 

事業名

単位事業名 予算額 76,627千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 当初予算額 対前年度増減額

県債・ 36,000 △17,000 県立高等学校建設事業債
教育債

一般財源 40,627 17,000

合計 76,627 0

　
○歳出 （単位：千円）

節 当初予算額 対前年度増減額

需用費 9,952 5,233 修繕料等

役務費 257 △43 設備点検・メンテナンス費用等

委託料 200 △345 設備更新に伴う撤去費用

備品購入費 66,213 △4,850 産業教育設備整備(内燃機関性能総合試験装置等)

公課費 5 5 自動車税

　

事業内訳書

高等学校産業教育設備整備事業

高等学校産業教育設備整備事業

主な内容

主な内容
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